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国枝隆生 

 

１．東京五輪のメダルの話題の流れ 

2016.8.24 東京五輪組織委員会、メダルに電子廃棄物を使う案を政府に提案 

 

2016.11.16 東京五輪組織委員会、メダルをリサイクル金属で作成方針を決定 

同時に NTTドコモが回収した携帯電話やスマホの活用を提案 

 

2017.1.6 東京都小池知事が職員向けの新年あいさつで携帯電話の中に含まれている金・

銀・銅などの都市鉱山で東京五輪のメダルを作る意欲を示す。 

 

2017.2.1 東京五輪組織委員会が理事会で２０２０年大会のメダルを不要な携帯電話や小

型家電を集めてつくる「みんなのメダルプロジェクト」の事業協力者にＮＴＴドコモと、

日本環境衛生センターの２団体を選んだと報告。（ＮＴＴドコモと日本環境衛生センター） 

合わせて組織委員会では HPで「みんなのメダルプロジェクト」を開設。 

 http://digital.asahi.com/articles/ASK214GFXK21UTQP011.html 

ここで 2017年 4月から回収を始めると発言。 

 

    図１：メダル作成に必要な原材料 
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２．携帯電話・PHS等の施設推移 

 

 図 2：通信端末契約数 

 

 移動通信とは携帯電話、PHS，スマホを総称。平成 18年度(2006年度)に 1億端末の契約

以降、右肩上がり。 

 

３．携帯電話の回収数、回収率 

 

    図 3：年度別解体端末の回収実績(単位：千台) 

 

・携帯端末の回収台数は本体で見ると約 600 万台で横ばい。ところが携帯電話は増加傾向

にあるので、回収率は下がっている。 

・実は 2007年に｢携帯電話のリサイクル｣として三重県環境保全事業団に報告したことがあ

り、その中で携帯電話の回収率を調べたが、今回改めて調べたが系統的な回収率の推移は
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分からなかった。 

・かろうじてピンポイントでわずか調べることが出来た。 

 

          図 4：携帯電話の回収率(2007年) 

指標 目標値 実績 

（H22） 

2010年 

実績 

（H23） 

2011年 

実績 

（H24） 

2012年 

実績 

（H25） 

2013年 

実績 

（H26） 

2014年 

リサイクル活動 

認知度 

70％ 62.9 60.4 55.4 54.2 55.8 

マテリアル 

リサイクル率 

70％ 96.1 73.3 70.5 71.7 73.2 

回収率 30％ 26.3 21.7 21.2 14.6 11.4 

         図 5：携帯電話の回収率（H22~） 

 図 4 とトレンドが合わないので、もしかすると図 5 には携帯本体、電池、充電器が含ま

れているかも知れない。 

 

４．回収されない理由 

回収されない理由はいろいろあるが、小型家電リサイクル法においても回収を責務として
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いるが、義務ではないし、罰則もないことが一番大きい。 

 

     図 6：携帯電話を処分しない理由 

  

５．携帯電話の LCA 

 

     図 7：携帯電話の CO2排出量(1台あたり) 
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     図 8：携帯端末中の金属環境負荷 

 

６．モバイルリサイクルネットワーク（MRN） 

 

     図 9：MRNシステム概要 
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   図 10：再資源化処理イメージ 

 

７．携帯電話のレアメタル抽出量 
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  図 11：携帯電話に含まれるレアメタル 

   （Au：27mg、Ag:0.1ｇ、Cu：15.2ｇ） 

 

８．メダルはまかなえるか 

・図 1と図 11から単純計算すると、必要な携帯端末は金は 37万台、銀は 1322万台、銅は、

4.8万台とばらついているが、年間の携帯端末の回収台数が約 600万台であることから、銀

が苦しいだけである。 

・東京五輪メダルプロジェクトでは携帯端末のリサイクルで十分まかなえると言い切って

いるし、小池東京都知事も鼻息が荒い。 

・なお日本の都市鉱山には約 6800 トンの金、6 万トンの銀、3800 万トンの銅が眠ってい

るという。 

 

９．課題 

・大体年間 600 万台の回収台数でまかなえるが、実際のメダル製造工程でロスが出る。ロ

ンドン大会では大要素必要量の 4倍の原材料が必要だった。（組織委員会理事会）と言うこ

とからさらに単純計算すると、約 2000万台の携帯端末が必要となる。 

・現状の回収する頼みは小型家電リサイクル法であるが、回収責務には罰則規定がないの

で、どこまで回収出来るか見通しが立たない。東京五輪メダルプロジェクトでは今年の 4

月から回収ボックスを設置して啓蒙活動すると言っているが、果たしてどれだけの国民が

賛同するか。 

・回収金属が根こそぎ東京五輪に持って行かれると大きな問題が発生する。 

 つまり携帯端末のリサイクルにより商売している業者にとっては「割安で、為替の影響

がない“都市鉱山”は産業上、欠かせないものになっている。政策的に、リサイクル金属が五

輪のメダル向けに持っていかれると、品薄になって、相場は上がる。入手できなくて泣く

泣くバージン材を使う事業者も出てきかねません。特にメダル製造に多く使う銀の市場は

要注意です。」という声がある。 

 

10．（参考）小型家電リサイクル法 

・平成 25年 4月 1日に使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リ

サイクル法）が施行された。 

・これによりパソコンを始め、携帯端末など広く事業者、自治体、消費者に回収の責務が

課せられた。 

・ただこの法令には責務が書いてあるだけで罰則規定がないので、今一各者の腰が重い。

また家電リサイクル法のような管理票のようなマニフェスト制度もない。 
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    図 12：小型家電リサイクル法体系 1 
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   図 13：小型家電リサイクル法体系 2 
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   図 14：東京都庁にメダル協力ボックス設置（2017.2.17 ＮＨＫニュース） 

 

参考資料 

・東京五輪組織委員会第 15回理事会（2016.9.29） 

・｢都市鉱山からつくるみんなのメダルプロジェクト｣について 東京五輪組織委員会 

・朝日新聞：東京五輪メダル、協力 2団体を選定 （2017.2.1） 

・通信白書：平成 27年版 

・情報通信ネットワーク産業協会：平成 27 年度 携帯電話・PHS におけるリサイクルの取

り組み状況について 

・日経エコロジー：2007 年 

・電気通信事業者協会：携帯電話・ＰＨＳのリサイクル状況について（2007 年 4 月） 

・携帯電話のリサイクルにおけるＬＣＡ的研究：松岡慶 

・レアメタルリサイクルの現状：経産省（2007 年） 

・モバイル・リサイクル・ネットワーク（ＨＰ） 

・｢都市鉱山伸び悩む回収率｣：讀賣新聞（2017.1.18） 

・日刊ゲンダイ：東京五輪携帯リサイクルメダルに盲点（2017.1.6） 

 


